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�愛媛県告示第３３６号
愛媛県野生動植物の多様性の保全に関する条例（平成２０年愛媛県

条例第１５号）第９条第１項の規定に基づき、次のとおり特定希少野

生動植物を指定する。

令和元年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３３５号
次のとおり落札者を決定した。

令和元年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

発 行 愛 媛 県
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定の

適用を受けるものである。

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県大気汚染常時監視テレメータ
システム 一式

愛媛県県民環境部
環境局環境政策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和元年７月４日
環境計測株式会社
京都府京都市伏見区竹
田北三ツ杭町８４番地

３６７，８４２円
（月額） 一般競争入札 令和元年５月２４日

種名（区分）

ヤリタナゴ（淡水魚類）

ヌマムツ（淡水魚類）

チュウガタスジシマドジョウ（淡水魚類）

カジカ中卵型（淡水魚類）

毎週（火・金）曜日発行 第２２号 令和元年７月１９日

令和元年７月１９日金曜日 第２２号

愛 媛 県 報

２６４
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�愛媛県告示第３３７号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日

から４月間縦覧に供する。

令和元年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

イオン今治店 今治市馬越町四丁目
８番１号

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

イオンリテール株式
会社
代表取締役
岡崎 双一

イオンリテール株式
会社
代表取締役
井出 武美

平成３１年
３月１日

令和元年
６月２７日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

イオンリテール株式
会社
ほか６者

イオンリテール株式
会社
ほか４者

平成３１年
３月１日
ほか

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支

局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第３３８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに松山市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

令和元年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

グリーンモール・松山 松山市天山一丁目１３
番５号

大規模小売店舗において小売
業を行う者

イオン株式会社
ほか３５者

イオンリテール株式
会社
ほか１３者

平成３１年
３月１日
ほか

令和元年
６月２７日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

興課商工観光室並びに松山市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ヒナイシドジョウ（淡水魚類）

イシガイ（陸・淡水産貝類）

マツカサガイ（陸・淡水産貝類）

デンジソウ（高等植物）

ミズキンバイ（高等植物）

ナミキソウ（高等植物）

愛 媛 県 報令和元年７月１９日 第２２号

２６５
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ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第３３９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支局商工観光室並びに今治市役所において告示の日

から４月間縦覧に供する。

令和元年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

イオンモール今治新都市 今治市にぎわい広場
１番１ 外

大規模小売店舗において小売
業を行う者

イオンリテール株式
会社
ほか５８者

イオンリテール株式
会社
ほか５３者

令和元年
６月３日
ほか

令和元年
７月８日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び東予地方局産業経済部今治支

局商工観光室並びに今治市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第３４０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに伊予市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

令和元年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ダイレックス伊予店 伊予市下吾川字南西
原１６０３番 外

大規模小売店舗を設置する者
の住所

ＮＴＴファイナンス
株式会社
東京都港区芝浦一丁
目２番１号

ＮＴＴファイナンス
株式会社
東京都港区港南一丁
目２番７０号

平成２８年
５月６日

令和元年
７月９日

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

ＮＴＴファイナンス
株式会社
代表取締役
前田 幸一

ＮＴＴファイナンス
株式会社
代表取締役
坂井 義清

平成２９年
６月１７日

大規模小売店舗において小売
業を行う者の代表者の氏名

ダイレックス株式会
社
代表取締役
大嶌 秀昭

ダイレックス株式会
社
代表取締役
貞方 宏司

平成２６年
６月２４日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

愛 媛 県 報令和元年７月１９日 第２２号

２６６
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�愛媛県告示第３４１号
農地中間管理事業の推進に関する法律（平成２５年法律第１０１号）

第１８条第１項の規定に基づき、農地中間管理機構公益財団法人えひ

め農林漁業振興機構から農用地利用配分計画の認可申請があった。

当該農用地利用配分計画は、愛媛県農林水産部農政企画局農政課

農地・担い手対策室において告示の日から２週間公衆の縦覧に供す

る。

令和元年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 農用地利用配分計画の概要

賃借権の設定等を受ける者 賃借権の設定等を受ける土地

氏名又は名称 住 所 所在及び地番 面積（�）

木 下 勝 徳 愛媛県松山市 愛媛県松山市庄甲６５
番１ ９４３

松 尾 佳 治 愛媛県大洲市 愛媛県大洲市東大洲
１３３２番１ほか１筆 １，６５１

武 智 弘 樹 愛媛県伊予市
愛媛県伊予市中山町
出渕５番耕地１３９１番
ほか２筆

１，３８５

西 川 英 明 愛媛県喜多郡内子町 愛媛県喜多郡内子町
重松甲１１４４番２ １，４３４

２ 申請年月日

令和元年７月９日

興課商工観光室並びに伊予市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第３４２号
漁船損害等補償法施行令（昭和２７年政令第６８号）第５条第１項の規定により、漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条第１項

の規定による同意を求めるための事前届出があったので、同政令第５条第３項の規定により、１のとおり公示し、及び２のとおり指定漁船

調書を縦覧に供する。

令和元年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 届出事項

（東予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

新居浜市垣生６丁目７－８

藤 田 則 行

新居浜市垣生６丁目６－２０

岡 田 一 裕

新居浜市垣生２丁目８－４１

岡 圭 祐
垣 生 新居浜市垣生漁業協同組合

（中予地方局管内）

発 起 人 の 住 所 及 び 氏 名 加 入 区
漁船損害等補償法第１１３条第１
項の申出をする漁業協同組合の
名称

松山市津和地６６

金 子 � 広

松山市二神甲５５５

竹 内 洋

松山市上怒和甲５１９

太 田 眞 悟
中 島
三 和 中島三和漁業協同組合

２ 指定漁船調書の縦覧

� 縦覧期間

令和元年７月１９日から８月２日まで

� 縦覧場所

次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる場所

東予地 方 局 管 内 の 加 入 区 東予地方局産業経済部水産課

中予地 方 局 管 内 の 加 入 区 中予地方局産業経済部水産課

愛 媛 県 報令和元年７月１９日 第２２号

２６７
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教育委員会公告

選挙管理委員会告示

�愛媛県告示第３４３号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、道前平野農地整備事業所長から次のと

おり公共測量を実施する旨の通知があった。

令和元年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（基準点測量）

２ 作業期間 令和元年７月２２日から

令和２年１月７日まで

３ 作業地域 愛媛県西条市丹原町高知・安用地内

�������
�愛媛県告示第３４４号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、大洲河川国道事務所長から次のとおり

公共測量を実施する旨の通知があった。

令和元年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 公共測量（用地測量）

２ 作業期間 令和元年７月２２日から

１１月２９日まで

３ 作業地域 愛媛県西予市宇和町坂戸地内

�������
�愛媛県告示第３４５号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１４条第１項の規定に基づき、

国土地理院長から次のとおり基本測量を実施する旨の通知があった。

令和元年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 作業種類 基本測量（成果不整合地域における基準点改測）

２ 作業期間 令和元年７月２２日から

１０月３１日まで

３ 作業地域 松山市、四国中央市

�公 告

令和２年度の県立中等教育学校の入学者の選考に係る適性検

査等の期日及び入学予定者の発表の日について

令和２年度の愛媛県県立中等教育学校の入学者の選考に係る適性

検査等の期日及び入学予定者の発表の日を次のとおり定めた。

令和元年７月１９日

愛媛県教育委員会

教育長 三 好 伊佐夫

１ 適性検査等の期日

令和２年１月９日（木）

２ 入学予定者の発表の日

令和２年１月１６日（木）

�愛媛県選挙管理委員会告示第３０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

�愛媛県告示第３４６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第３４７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和元年７月１９日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 北条玉川線

今治市玉川町葛谷字カバケ谷乙１２９番１地先から

同字乙１２９番３地先まで
旧 ７．１～１５．８ ０．０４５

今治市玉川町葛谷字カバガ谷甲２２９番３から

同字甲２２９番２まで
新 ７．８～１６．０ ０．０４５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 北条玉川線
今治市玉川町葛谷字カバガ谷甲２２９番３から

同字甲２２９番２まで
令和元年７月１９日

愛 媛 県 報令和元年７月１９日 第２２号
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公営企業告示

雑 報

正 誤

令和元年７月１９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１７０，７７３

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２３，４１６

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２４６，３４７

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�公 告

事後調査報告書について

愛媛県環境影響評価条例（平成１１年愛媛県条例第１号）第３６条の

規定により、次の対象事業について事後調査報告書を作成したので、

同条例第３８条の規定により、次のとおり公告する。

令和元年７月１９日

宇和島地区広域事務組合 組合長 岡 原 文 彰

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

� 事業者の名称 宇和島地区広域事務組合

� 代表者の氏名 組合長 岡原 文彰

� 主たる事務所の所在地 愛媛県宇和島市曙町１番地

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名称 宇和島地区広域熱回収施設等整備事業

� 種類 ごみ焼却施設の設置の事業

� 規模 １日当たりの処理能力 １２０トン

３ 対象事業の実施区域

愛媛県宇和島市祝森甲３７９９番地

４ 関係地域の範囲

愛媛県宇和島市

５ 環境影響評価事後調査報告書の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所

愛媛県庁環境政策課（愛媛県松山市一番町四丁目４番地２）

宇和島市役所生活環境課（愛媛県宇和島市曙町１番地）

宇和島地区広域事務組合環境センター（愛媛県宇和島市祝森

３７９９番地）

� 縦覧期間 令和元年７月１９日から令和元年８月１９日まで

（土曜日、日曜日及び「国民の祝日に関する法律」に規定す

る休日及び閉庁日は除く。）

� 縦覧時間 ９時から１７時まで

�正 誤

令和元年７月５日付け第１８号目次中

�愛媛県公営企業告示第２号
次のとおり落札者を決定した。

令和元年７月１９日

愛媛県公営企業管理者 兵 頭 昭 洋

南 宇 和 郡 １９，０５６ ６，３５２

松山市・上浮穴郡 ４３９，８４０ １３９，９７４

今 治 市 ・ 越 智 郡 １４０，９２８ ４６，９７６

宇和島市・北宇和郡 ７７，９２７ ２５，９７６

八幡浜市・西宇和郡 ３７，９０６ １２，６３６

新 居 浜 市 １００，６７７ ３３，５５９

西 条 市 ９２，０３８ ３０，６８０

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５１，４３８ １７，１４６

伊 予 市 ３１，５５０ １０，５１７

四 国 中 央 市 ７４，０８７ ２４，６９６

西 予 市 ３２，８９４ １０，９６５

東 温 市 ２８，４２２ ９，４７４選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，０１０ １４，６７０

落札に係る物品等の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

ナビゲーションシステム １式
（県立中央病院）

愛媛県公営企業管
理局総務課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

令和元年７月３日
株式会社カワニシ松山
支店
愛媛県伊予郡砥部町重
光２４１番地３

３９，８５２，０００円 一般競争入札 令和元年５月２１日

ページ 箇 所 誤 正
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